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龍 デ 個 第 ８ 号  

令和６年９月 25 日  

 

 龍ケ崎市長 萩原 勇 様 

 

龍ケ崎市情報公開・個人情報保護審査会 

会 長   周  作  彩      

 

龍ケ崎市情報公開条例第１２条第１項に基づく諮問について（答申） 

 

 令和６年７月１８日付け龍デ第４４号により諮問のあった、市が採用した者

（令和６年度新規採用職員）の学歴（出身大学名）に関する記録の部分公開の決

定に対する審査請求について、下記のとおり答申します。 

 

記 

第１ 審査会の結論 

 

 龍ケ崎市長（以下「実施機関」という。）が、部分公開とした決定は妥当である。 

 

第２ 審査請求に至る経緯 

 １ 審査請求人は、令和６年５月２４日、龍ケ崎市情報公開条例（平成９年龍

ケ崎市条例第３３号。以下「条例」という。）第６条の規定により、実施機関

に対し、「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に関し、

内閣府と龍ケ崎市とのやり取りをした書類」及び「市が採用した者の大学名」

について、公開の請求（以下「本件公開請求」という。）を行った。 

 

 ２ 実施機関は、本件公開請求に対応する行政文書（以下「本件行政文書」と

いう。）として次のものを特定した。 

（１）令和６年５月２１日に「採用職員の大学名公表についての考え方ご教授

のお願い」と題した個人情報保護委員会事務局との相談記録 

（２）令和６年度新規採用職員名簿 

 

その上で、実施機関は、（１）を公開とし、（２）の一部について公開をし

ない理由を次のとおり付して部分公開決定（以下「本件処分」という。）を行

い、令和６年６月７日付け龍人第１０９号で審査請求人に通知した。 

 

条例第９条第２号該当 

令和６年度新規採用職員名簿のうち、氏名、フリガナは個人情報に該当す

るため非公開。職員番号、生年月日、採用時年齢、備考欄記載の大学名、地

元（居住地）は、個人に関する情報であって、特定の個人が識別されるもの

又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより特定の個
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人の権利利益を侵害するおそれがあるため非公開。 

 

 ３ 審査請求人は、令和６年６月１８日、本件処分を不服として、実施機関に

対し審査請求（以下「本件審査請求」という。）を行った。 

 

 

第３ 審査請求人の主張の要旨 

 １ 審査請求の趣旨 

   本件処分において、「大学名は個人に関する情報であって、特定の個人を

識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公

にすることにより特定の個人の権利利益を侵害するおそれがあるため非公

開」との決定を取り消すことを求める。 

 

 ２ 審査請求の理由 

   市が定める大学卒の初任給は、国よりも高く設定しており、優秀な人材を

集めるためと主張するのであれば、大学名の公表は必要である。大学名は個

人情報ではなく、大学名を公表することにより特定の個人の権利利益を侵害

するおそれはないと考える。司法試験合格者や国家公務員の総合職の大学名

は公表しているにもかかわらず、市が条例第９条第２号を根拠に、新規採用

職員の出身大学名を非公開とした処分は不服である。 

 

第４ 実施機関の主張の要旨 

 次のとおり、実施機関は、「市が採用した者の大学名」について、条例第９条第

２号に規定する情報に該当するとして、本件処分を行った。 

 

 １ 弁明の趣旨 

  本件処分は、条例に即した決定であることは明らかであり、本件審査請求を

棄却するとの裁決を求める。 

 

 ２ 弁明理由の要旨 

 (１) 条例第９条第２号該当性について 

   条例第９条第２号の規定は、個人の尊厳を守るという観点から、個人のプ

ライバシーを最大限保護するため、個人に関する情報について、公開しない

ことができる旨を明確に規定したものである。 

   本号による「非公開とすることができる情報」とは、個人に関する情報で

あることと、特定の個人が識別され、又は他の情報と照合することにより識

別され得る情報であるという２つの要件で構成されている。 

 

 (２) 「個人に関する情報」への該当性 

   上記（１）の「個人に関する情報」とは、思想、心身の状況、病歴、学歴、

成績、親族関係、所得・財産の状況その他一切の個人に関する情報をいい、
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学歴にあたる大学名は該当する。 

 

 (３) 「特定の個人を識別することができる」への該当性 

   条例第９条第２号の規定にある「他の情報と照合することができ、それに

より特定の個人を識別することができることとなるもの」とは、ある情報か

ら特定の個人が明らかにでき、又は識別される可能性がある場合である。 

   例示として、氏名等の記載がない場合も、勤務先との組み合わせにより、

特定の個人が識別され得る場合には個人情報に該当する。そのうえで、「市

が採用した者の大学名」は、毎年の採用数が多くない本市においては、個人

の特定ができ、大学名から対象者の性別や職種が限定されることもあり得る。

また、職種によっては、採用要件が大学卒業とは限らず、大学名のみ公開し

た場合には、採用数と大学卒業者数が一致せず、大学卒業でないことが明ら

かになる可能性がある。 

 

 （４） 実施機関の責務 

   条例第３条に規定する「実施機関の責務」として、公開を原則とする情報

公開制度の下においても、「個人に関する情報」は最大限に保護されるべき

ものであり、正当な理由なく公にしてはならないことは明らかである。 

 

 （５） 実施機関の事務又は事業に関する情報 

   条例第９条第６号に規定する事務・事業に関する情報への該当性として、

出身大学名を公表した場合は、公表を望まない者の応募敬遠が懸念され、応

募者の減少に繋がるおそれがあり、市の不利益と、採用試験の公正かつ適正

な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある。 

   また、市職員の出身大学名を統計的に集約した公文書は存在していない。

さらには、情報の収集の段階である募集要項において、「受験申込書は、採用

試験に係る事務以外の目的では一切使用しない。」と明記しており、本人の

同意なく情報を公開することはできない。 

   なお、職員採用は、筆記試験、面接等を経て総合的に判断しており、大学

名をもって職員を採用しているわけではない。 

 

 

第５ 反論書における審査請求人の主張の要旨 

 

 １ 反論の趣旨 

   本件処分に係る令和６年７月１９日付け龍人第１３９号の弁明書におけ

る否認は、受け入れられない。 

 

 ２ 反論理由の要旨 

 （１） 特定の情報が、個人情報に該当するかは、当該情報の記載内容、行政

機関等において保有する他の情報、当該他の情報と容易に照合することの
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可否等も踏まえて個別具体的な状況に即して判断することが必要であり、

特定の個人が識別できるか否かが問題となる。審査請求人は照会するデー

タを有しておらず、容易に特定の個人を識別することはできない。 

 

 （２） 条例第９条第２号及び個人情報の保護に関する法律第２条第１項第１

号に規定する「個人情報」の定義は、ほぼ同一のものであるが、条例の後

段に「又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより

特定の個人の権利利益を侵害するおそれがあるもの。」という規定が加え

られている。この条例の条文をもって、非公開の理由が述べられているが、

審査請求人には容易に照合することができないことから、容易に特定の個

人を識別できない。 

 

 （３） 弁明書３（３）における「特定の個人を識別することができる」への

該当性の弁明に対し、審査請求人には容易に照合することができない状態

にあることから、特定の個人を識別できない。また、採用人数と大学卒業

者の数が一致しないことで、大学卒業でないことを明らかにするという主

張は、通常、短大卒業や専門学校卒業の場合は、大学卒業程度の学力はな

いと思われるが、看護学科卒・保育科卒の者が、学校教育法上の大学又は

大学院の卒業程度の学力を持ち「優秀な人材」として採用したのであれば、

大学卒業程度の試験に合格した場合に大学卒業として取扱い、それ以外は

新しいカテゴリーを設け整理をすれば解決する。 

 

 （４） 弁明書３（５）において、自分の出身大学の公表を望まない者がいる

としているが、職員全員の出身大学を尋ねているわけではなく、「龍ケ崎

市職員の服務の宣誓に関する条例」により全体の奉仕者となった者の出身

大学名について、国と同様の方法で開示すべきである。その理由として、

審査請求人は、情報を容易に照合することができる状態になく、容易に特

定の個人を識別することができないからである。また、国家公務員と同じ

公務を遂行しながら、市職員として採用されると国家公務員の初任給より

多く支給される特別の事情を鑑みても公表は必要である。なお、出身大学

を知らせることは、当該大学に在籍する者などへ希望を与え、さらに優秀

な人材を集めることが可能になる。 

 

 

第６ 当審査会の判断 

 １ 争点 

   本件行政文書のうち新規採用職員の出身大学名について、条例第９条第２

号のうち、「他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別

することができるもの」に該当するか否かが争点となっている。 

 

 ２ 条例第９条第２号の趣旨 
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 （１）条例の立法趣旨 

条例第１条では、その目的について「市民の知る権利が保障されるよう、

情報の公開を請求する市民の権利を明らかにするとともに、情報の公開に関

して必要な事項を定めることにより、市民参加による開かれた市政の実現を

図り、市民との理解と信頼を深め、もって公正で民主的な市政の発展に寄与

すること」と明らかにしている。 

 

 （２）実施機関の責務 

条例第３条では、上記（１）の立法趣旨の規定とともに条例全体の解釈及

び運用の基本について、実施機関に対する責務を定めている。 

「市民の知る権利が保障されるよう」とは、実施機関がこの条例を解釈し、

運用するに当たっては、情報は、原則としてすべて公開するという精神に立

って、第９条各号に規定する「公開しないことができる情報」の範囲及び第

１０条に規定する情報の部分公開等について厳格に解釈し、運用することを

義務付けている。 

一方で、個人に関する情報は、公開を原則とする情報公開制度の下におい

ても最大限に保護されるべきものであり、正当な理由なく公にしてはならな

いことを明らかにしている。 

 当審査会は、この条例の原則公開の理念のもと、個人に関する情報がみだ

りに公開されることのないよう配慮しながら条例を解釈し、本件審査請求を

判断する。 

 

 （３）公開しないことができる情報 

条例第９条では、情報の公開を請求する権利に対し、実施機関が公開をし

ないことができる権限と情報の範囲について定めている。 

情報公開制度においては、市政に関する情報は公開原則であるが、実施機

関の管理する情報の中には、公開することにより個人の権利利益を侵害した

り、市政の公正・適正な執行を阻害するような情報が含まれており、非公開

とせざるを得ないものも存在している。 

本条第１号から第７号までの規定は、このような公開原則の例外として、

公開をしないことができる情報（以下「非公開情報」という。）の範囲を明ら

かにしている。 

 

 

 （４）個人に関する情報の保護 

条例第９条第２号は、上記（３）の非公開情報のうち、個人に関する情報

を非公開とすることを明確に規定したものである。 

本号に規定のとおり、非公開となる情報は、個人に関する情報であって、

当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別

することができるもの（他の情報と照合することができ、それにより特定の

個人を識別することができることとなるものを含む。）又は特定の個人を識別
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することはできないが、公にすることにより特定の個人の権利利益を侵害す

るおそれがあるものとしている。 

 

３ 審査請求人及び実施機関の主張について 

 （１）審査請求人の主張 

  審査請求人は、優秀な人材を集めるために初任給を高く設定しているので

あれば、優秀な人材となる職員の出身大学名の公開は必要としたうえで、実

施機関と個人情報保護委員会との間で交わされた文書によると、大学名につ

いては、個人情報ではないとしている。そのため、その大学名を公表するこ

とは特定の個人の権利利益を侵害するおそれはないとしている。 

  しかし、出身大学については個人の学歴であり、「個人に関する情報」に含

まれることは明らかであり、確かにそれ自体では特定の個人を識別すること

はできないが、条例第９条第２号に規定があるとおり「他の情報と照合する

ことができ、それにより特定の個人を識別することができる」情報である場

合には、非公開情報に該当することから、「大学名」であるからという理由だ

けをもって非公開情報に該当しないとは言えない。 

  審査請求人が、開示すべき理由として、司法試験や国家公務員の総合職の

大学名が公表されていることを例示していることについては、他の情報と照

合することの可否等も踏まえて、行政機関等が状況に即して個別具体的に判

断することが必要であり、国や都道府県が公表をしていたとしても、それを

もって実施機関が公表すべき情報であるとの判断には至らない。なお、司法

試験や国家公務員総合職の採用試験などについては、試験制度の仕組みや規

模が異なっており、同列に論じることはできない。 

  反論書では、審査請求人は容易に他の情報と照合できないとし、「他の情報

と照合することができ、それにより特定の個人を識別すること」ができる状

況にはないとしているが、情報公開制度は審査請求人個人の状況だけを勘案

するのではなく、情報公開請求が市民をはじめとした請求権者の知る権利を

保障している制度であることを鑑みるべきであり、審査請求人が照合できな

い状況をもって特定の個人を識別することができないとの判断には至らな

い。 

  なお、反論書の意見（５）の後段にある採用試験に係る内容及び（７）以

降に論じられている給与体系、市政のあり方などへの審査請求人の主張につ

いては、本件審査請求の内容とは異なるため、当審査会での判断は行わない。 

 

 （２）実施機関の主張 

弁明書によると、審査請求人が情報の公開を求めている、令和６年度採用

職員の出身大学名については、学歴という「個人に関する情報」であるが、

その情報のみをもって非公開情報とは判断できない。一方で、国や規模の大

きな自治体と比して毎年の採用数が多くない本市において、また、窓口等だ

けでなく、私生活においても住民との関係性が深い基礎的な地方公共団体に

おいては、それらから得られる情報と照合することで特定の個人が識別され、
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また、大学名を手掛かりに対象者の性別や職種が限定されることで特定の個

人を識別されると判断したことは妥当であり、実施機関の判断は、条例第９

条第２号の規定の解釈に則った判断といえる。 

なお、上記第４の２（５）にある「実施機関の事務又は事業に関する情報」

への該当性は、本件公開請求に対しての決定した処分ではないので当審査会

の判断は行わないが、この条例第９条第６号をもって、すべての「試験、人

事管理」に関する情報を非公開とするものではなく、案件に応じて個別具体

的な判断が必要である。 

 

第７ 結論 

以上のことから、新規採用職員の出身大学名については、他の情報と照合

することで特定の個人を識別することができることから、条例第９条第２号

に定める非公開情報に該当するものである。実施機関が一部公開とした決定

は妥当であり、審査請求を棄却すべきである。 

 

 

 

審査会での審議及び処理経過 

年 月 日 内容 

令和６年７月１８日 情報公開・個人情報保護審査会 

・諮問庁から諮問書を受理 

・事務局から経過概要等の説明 

【処理】 

・実施機関に弁明書を提出するよう通知 

令和６年７月１９日 【処理】 

・実施機関から弁明書を受理 

令和６年７月２２日 【処理】 

・審査請求人に弁明書の写しを送付 

・弁明書に対する反論があるときは、反論書を 

提出するよう通知 

※併せて、口頭での意見陳述を希望する場合は

口頭意見陳述申立書の提出と意見陳述に補

佐人が必要な場合には補佐人帯同許可申請

書を提出するよう通知 

令和６年７月２９日 【処理】 

・審査請求人から口頭意見陳述申立書を受理 

令和６年８月２２日 情報公開・個人情報保護審査会 

・実施機関の弁明 

・審査請求人の口頭意見陳述 

  （審査請求人から反論書が提出） 
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・審議 

【処理】 

・審査請求人からの反論書を受理 

令和６年９月５日 情報公開・個人情報保護審査会 

・審議 

令和６年９月２５日 答申 

・諮問庁へ答申書を提出 

 

 

 


